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  国  税 地 方 税 国  税 地 方 税 

所得
課税 

所得税 

法人税 

地方法人特別税 

復興特別所得税 

復興特別法人税 

個人住民税 

個人事業税 

法人住民税 

法人事業税 

道府県民税利子割 

道府県民税配当割 

道府県民税株式等
譲渡所得割 消費

課税 

消費税 

酒税 

たばこ税 

たばこ特別税 

揮発油税 

地方揮発油税 

石油ガス税 

自動車重量税 

航空機燃料税 

石油石炭税 

電源開発促進税 

関税 

とん税 

特別とん税 

地方消費税 

地方たばこ税 

軽油引取税 

自動車取得税 

ゴルフ場利用税 

入湯税 

自動車税 

軽自動車税 

鉱産税 

狩猟税 

鉱区税 

資産
課税
等  

相続税・贈与税 

登録免許税 

印紙税 

不動産取得税 

固定資産税 

都市計画税 

事業所税 

特別土地保有税 

法定外普通税 

法定外目的税 

国税・地方税の税目 

26兆2,733億円 

16兆5,937億円 

42兆8,670億円 

13兆960億円 

25兆3,786億円 

8兆1,342億円 

8兆6,222億円 

1兆3,828億円 

2兆6,029億円 

10兆6,557億円 

1兆7,895億円 

1兆4,641億円 

2兆6,843億円 

1兆2,201億円 

国税・地方税 

81兆3,416億円 
(平成25年度予算) 

所得課税 
（52.7％） 

資産課税等 
（16.1％） 

消費課税 
（31.2％） 

国税・地方税の内訳 

主要税目の税収の推移 

所得税 
法人税 
消費税 
物品税等 

相続税 

景気後退期 

我が国の税制の概要 １．環境関連税制の概況等（国内） 
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税    目 
（課税主体） 

課  税  対  象 税    率 税  収 
（H25年度予算） 

使     途 

揮発油税 
（国） 揮発油 

 製造場から移出し、又は保税地域から
引き取るもの 

48.6円/ℓ 
（本則：24.3円/ℓ） 

25,660億円 一般財源 

地方揮発油税 
（国） 

5.2円/ℓ 
（本則：4.4円/ℓ） 

2,745億円 一般財源 
（都道府県、指定市及び市町村の一般財源としての全額譲与） 

石油ガス税 
（国） 

自動車用石油ガス 
 充てん場から移出し、又は保税地域か
ら引き取るもの 

17.5円/kg 220億円 一般財源 
（税収の1/2は都道府県及び指定市の一般財源としての譲与） 

軽油引取税 
（都道府県） 

軽油 
 特約業者又は元売業者からの引取り
で当該引取りに係る軽油の現実の納入
を伴うもの 

32.1円/ℓ 
（本則：15.0円/ℓ） 

9,233億円 一般財源 

航空機燃料税 
（国） 

航空機燃料 
 航空機に積み込まれるもの 

18.0円/ℓ ※H26.3までの特例税率 

（本則：26.0円/ℓ） 
643億円 空港整備等（税収の2/9は空港関係市町村及び空港関係都道府県の

空港対策費として譲与） 

石油石炭税 
（国） 

原油・石油製品、ガス状炭化水素、石炭 
 採取場から移出し、又は保税地域から
引き取るもの 

•原油、石油製品  2,040円/kℓ 
•LPG、LNG等     1,080円/t 
•石炭         700円/t 

6,500億円 
燃料安定供給対策 
石油、可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を
図るための、石油及び天然ガス等の開発、備蓄などの措置 

エネルギー需給構造高度化対策 
内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの
需給構造の構築を図るための、省エネルギー・新エネルギー対策等
の措置及びエネルギー起源CO2排出抑制対策などの措置 

地球温暖化対策の
ための課税の特例 

CO2排出量に応じた税率を上乗せ 
※H24.10から施行。3年半かけて税率を
段階的に引き上げ 

•原油、石油製品  760円/kℓ 
•LPG、LNG等     780円/t 
•石炭          670円/t 

－ 

電源開発促進税 
（国） 

販売電気 
 一般電気事業者が販売するもの 

375円/1000kwh 3,300億円 

電源立地対策 
発電用施設周辺地域整備法の規定に基づく交付金の交付及び発電
用施設の周辺の地域における安全対策のための財政上の措置その
他の発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資するため
の財政上の措置 

電源利用対策 
発電用施設の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による
電気の供給の円滑化を図るための財政上の措置 

原子力安全規制対策 
原子力発電施設等に関する安全の確保を図るための措置（独立行
政法人原子力安全基盤機構に対する交付金の交付を含む。） 

自動車重量税 
（国） 

自動車 
 自動車検査証の交付等を受ける検査
自動車及び車両番号の指定を受ける届
出軽自動車 

［例］乗用車 
車両重量0.5t・1年につき 
•自家用 4,100円 
•営業用 2,600円 
 （本則：いずれも2,500円） 

6,509億円 
一般財源 
 （税収の407/1000は、市町村の一般財源として譲与） 
税収の一部を公害健康被害の補償費用として交付 

自動車税 
（都道府県） 

自動車 
 4月1日に所有する乗用車、トラック等 

［例］乗用車・自家用 
総排気量1.5～2ℓ 39,500円/年 

15,497億円 一般財源 

軽自動車税 
（市町村） 

軽自動車等 
 4月1日に所有する軽自動車、原動機
付自転車等 

［例］軽乗用車・自家用 
7.200円/年 

1,852億円 一般財源 

自動車取得税 
（都道府県） 

自動車 
 取得する自動車 

•自家用       取得価額の5% 
•営業用・軽自動車     〃  の3% 
（本則：いずれも3%） 

1,900億円 一般財源 

計 2兆5,758億円 

計 4兆8,301億円 

エ
ネ
ル
ギ
ー
課
税 

車
体
課
税 

我が国の環境関連税制 
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環境関連の主な現行の税制措置 

◇廃棄物の適正処理 
   ・廃棄物処理施設に対する事業所税の非課

税・軽減（課税標準の特例） 
  ・ごみ処理施設や一般廃棄物最終処分場に

係る固定資産税の軽減（課税標準の特例） 
   ・廃棄物処理事業に使用する軽油に係る軽
油引取税の免除       等 

◇生物多様性の保全 
    ・国立公園等に係る固定資産税の非課税 

  ・国立公園等の区域内の土地を譲渡する場合の
特例（譲渡所得の特別控除） 

  ・国立公園特別保護地区等に存する土地を相続
した場合における相続税の特例措置（物納劣後
財産に該当しないものとみなす措置）     等 

◇低公害型社会の実現 

・公害防止施設に係る事業所税の軽減
（課税標準の特例） 

・公害防止施設に係る固定資産税の軽
減（課税標準の特例） 

 

◇東日本大震災からの復旧・復興 

・汚染廃棄物等に係る処理施設の設置促進
のための所得税等の特例措置（譲渡所得の
特別控除）                 等 

◇地球温暖化対策のための税 

石油石炭税の税率の特例
（ＣＯ２排出量に応じた税
率の上乗せ） 

◇車体課税のグリーン化 

 環境性能に優れた自動車
に係る 

 ・自動車重量税の見直
し・エコカー減税 

 ・自動車取得税の軽減
（エコカー減税） 

 ・自動車税のグリーン化
特例（軽課・重課） 

 

◇再生可能エネルギー促進 

・再生可能エネルギー発
電設備に係る固定資産
税の軽減（課税標準の
特例） 

◇省エネ住宅等 

・住宅の省エネリフォーム
に係る投資型減税（所得
税額の特別控除） 

・省エネリフォームをした
住宅に係る固定資産税
の軽減 

 
 

◇環境関連投資促進税制 

・環境関連投資に係る投
資型減税（法人税の特
別償却等） 

◇バイオ燃料 

・バイオエタノール混合ガ
ソリンに係る揮発油税等
の特例（混和分の控除）                     

              等 

持続可能な社会  

低炭素社会 

安全が確保される社会 

自然共生型社会 循環型社会 

※ その他、基盤的措置として、環境関連を含む研究開発促進のための法人税額の特別控除（Ｒ＆Ｄ税制）がある。 

２．環境関連税制の現状（国内） 
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地方における税制のグリーン化の状況 

分野 課税措置の例 都道府県／市町村名 税収額 
（億円） 

廃棄物・
リサイク
ル対策 

産業廃棄物税等（最終処分場等への産業廃棄物
の搬入に課税 【法定外目的税】） 

三重県、鳥取県、岡山県、広島県、青森県、岩手県、秋田県、滋賀県、奈良県、新
潟県、山口県、宮城県、京都府、島根県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、鹿児
島県、熊本県、宮崎県、福島県、愛知県、沖縄県、北海道、山形県、愛媛県、福岡
県北九州市  【計２８件】 

８５※1 
 

森林・水
源環境
の保全 

森林環境税等（森林環境の保全に係る県民税均
等割の超過課税） 

高知県、岡山県、鳥取県、島根県、山口県、愛媛県、熊本県、鹿児島県、岩手県、
福島県、静岡県、滋賀県、兵庫県、奈良県、大分県、宮崎県、山形県、神奈川県、
富山県、石川県、和歌山県、広島県、長崎県、秋田県、茨城県、栃木県、長野県、
福岡県、佐賀県、愛知県、宮城県、山梨県、岐阜県  【計３３件】 

２６５ ※2 

原発立
地及び
周辺地
域の安
全対策
等 

核燃料税（発電用原子炉への核燃料の挿入に課
税 【法定外普通税】） 

福井県、福島県、愛媛県、佐賀県、島根県、静岡県、鹿児島県、宮城県、新潟県、
北海道、石川県  【計１１件】 

４０ ※1 

核燃料等取扱税（放射性廃棄物の発生等に課税 
【法定外普通税】） 

茨城県 ６ ※1 

核燃料物質等取扱税（ウランの濃縮等に課税 
【法定外普通税】） 

青森県 １４６※1 

使用済核燃料税（使用済核燃料の貯蔵に課税 
【法定外普通税】） 

鹿児島県薩摩川内市 ４ ※1 

使用済核燃料税（使用済核燃料の保管に課税・ 
【法定外目的税】） 

新潟県柏崎市 ６ ※1 

その他 

砂利採取税等（砂利等の採取に課税 【法定外普
通税・法定外目的税】） 

京都府城陽市、神奈川県中井町、神奈川県山北町  【計３件】 ０．３ ※1 

乗鞍環境保全税（乗鞍鶴ヶ池駐車場に自動車で
進入する回数に課税 【法定外目的税】） 

岐阜県 ０．２ ※1 

遊漁税（河口湖での遊漁行為に課税 【法定外目
的税】） 

山梨県富士河口湖町 ０．１※1 

環境協力税（旅客船等により各村へ入域する行為
に課税 【法定外目的税】） 

沖縄県伊是名村、沖縄県伊平屋村、沖縄県渡嘉敷村  【計３件】 ０．２ ※1 

歴史と文化の環境税（有料駐車場に駐車する台数
に課税 【法定外普通税】） 

福岡県太宰府市 ０．６ ※1 

（平成25年４月現在） 各地方公共団体における環境保全関連の税 

未定稿 

※1 総務省「平成24年度法定外税の実施状況」に記載された値をもとに作成。 
※2 森林環境税の税収額は各県のホームページに記載された直近の実績額または見込額をもとに作成。 6 
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２．エネルギー課税関連 
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地球温暖化対策のための税について 
○ 全化石燃料に対してCO2排出量に応じた税率（289円/CO2トン）を上乗せ 
○ 平成24年10月から施行し、3年半かけて税率を段階的に引上げ 
○ 税収は、我が国の温室効果ガスの9割を占めるエネルギー起源CO2排出抑制施策に充当 

税 収 

 再生可能エネルギー大幅導入、省エネ対策の抜本強化等に活用 

CO2排出量１トン当たりの税率 

段階施行 

 初年度（H24年度） ： 391億円 / 平年度（H28年度以降） ：2,623億円 

課税物件 本則税率 H24年10/1～ H26年4/1～ H28年4/1～ 

原油・石油製品 
[1kℓ当たり] 

（2,040円） 
＋250円 
（2,290円） 

＋250円 
（2,540円） 

＋260円 
（2,800円） 

ガス状炭化水素 
[1t当たり] 

（1,080円） 
＋260円 
（1,340円） 

＋260円 
（1600円） 

＋260円 
（1,860円） 

石炭 
[1ｔ当たり] 

（700円） 
＋220円 
（920円） 

＋220円 
（1,140円） 

＋230円 
（1,370円） 

※（ ）は石油石炭税の税率 

２．エネルギー課税（国内） 
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地球温暖化対策のための税によるＣＯ２削減効果 

○ 価格効果・財源効果を合わせたエネルギー起源ＣＯ２の削減効果は、１９９０年比で２０２０年  
▲０．５％～▲２．２％（約０．６千万トン～約２．４千万トンのＣＯ２削減）が見込まれる。 

地球温暖化対策のための税（＊）によるＣＯ２削減効果の推計 

（注） ２０２０年の非課税時のエネルギー起源ＣＯ２排出量は、１，１１５百万トン。 
（注） 価格効果については、最新の統計から推計したエネルギー消費に係る価格弾性値を用いて算出。 
（注） 財源効果については、国立環境研究所のＡＩＭ（アジア太平洋統合評価モデル）の技術モデルを用いて、（１）費用対効果に優れた既存の技術から優先的に導入する

ケースと（２）税収の半分を長期的に効果が期待される施策に充て、残りの半分を既存技術の導入ポテンシャルに応じて均等に配分するケースの２パターンを推計。 
（注） このほか、税導入によるいわゆるアナウンスメント効果なども期待されるが、今回の推計には含まれていない。 
（注） 表中の数字の合計は有効数字の関係から必ずしも総数と一致しない。 

２０２０年 

価格効果 
▲０．２％ 

（約１７６万トンのＣＯ２削減） 

財源効果 
▲０．４％～▲２．１％ 

（約３９３万トン～約２１７５万トンのＣＯ２削減） 

計 
▲０．５％～▲２．２％ 

（約５６９万トン～約２３５０万トンのＣＯ２削減） 

＊ 平成２４年度税制改正で成立した内容を前提 
  ・ 税率 ： ２８９円/ｔ－ＣＯ２（３年半かけて税率を段階的に引上げ） 
  ・ 税収 ： 初年度３９１億円 ／ 平年度２６２３億円。 

未定稿 

出典：みずほ情報総研 
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２．エネルギー課税（国内） 



揮発油税等の当分の間の税率を廃止した場合のＣＯ２排出量への影響  
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ＣＯ２排出量

（百万トンCO2） 運輸以外

運輸

＜試算の前提等＞ 
• 本結果は、運輸部門におけるガソリン、軽油の需要が、揮発油税等の当分の間の税率を廃止した後にそれぞれの価格弾力性をもとに変化することを反映させた経済
モデルを用いて2011年に試算した結果である。 

• 中央環境審議会地球環境部会中長期ロードマップ検討小委員会（2010）の経済モデルによる分析で想定された前提をベースに、経済成長率、石油価格等を2011
年時点での最新のものに更新。原子力発電の想定は福島第一、第二、浜岡、耐用年数40年以上の原子炉は廃止し、稼働率65%に設定。このBAUに対して2012年に
揮発油税等の当分の間の税率を廃止した場合の社会全体でのCO2排出量の増加分を試算。 

• 価格弾力性は大塚・増井（2011）「エネルギー需要の価格弾力性の推定とそれに基づく将来のエネルギー需要について」を利用し、これまでの分析手法をできる限り
再現した方法で更新された値を使用。 

• 「運輸部門」は、ガソリン及び軽油の直接消費による二酸化炭素排出量、「その他部門」は、それ以外の商品やサービスの消費、生産活動の変化による二酸化炭素
排出量。いずれも、当分の間の税率を維持した場合の排出量と比べた増加分を示す。 

※当分の間の税
率を維持する
ケース（BAU）に

比べた排出増
加量 

未定稿 

○ 揮発油税等の当分の間の税率の廃止は、それだけで実施すれば、ＣＯ２排出に相当規模の負の価格
効果がある。２０１２年から揮発油税、地方揮発油税及び軽油引取税の当分の間の税率を廃止した場合、
ＣＯ２排出量は２０２０年には約１，２７０万トン（二酸化炭素換算）増加。これは、１９９０年のエネルギー
起源の温室効果ガス排出量比で約1％に相当する。 

揮発油税等の当分の間の税率廃止によるＣＯ２排出量への影響試算（国立環境研究所（2011）） 

その他 
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３．車体課税関連 
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車体課税のグリーン化（平成24年度税制改正） 

○ 燃費等の環境性能に関する一定の基準を満たしている自動車には本則税率を適
用。 

○ それ以外の自動車に適用される「当分の間税率」について、１３年超の自動車を
除き、引下げ。 

○ 「エコカー減税」について、燃費基準等の切り替えを行うとともに、特に環境性能
に優れた自動車に対する軽減措置を拡充した上で、３年延長。 

自動車重量税の見直し 

車検１回目 
（～３年） 

車検２回目 
（～５年） 

車検３回目 
（～７年） 

車検４回目 
以降 

次世代自動車及び
2015年度燃費基準 
   ＋２０％   等 

免税 50％軽減 本則 本則 

2015年度燃費基準 
   ＋１０％   等 75％軽減 本則 本則 本則 

2015年度燃費基準 
   達 成       等 50％軽減 本則 本則 本則 

※１ 電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル乗用車、天然ガス自動車（ポスト新
長期規制からNOx10%低減）、ハイブリッド自動車（2015年度燃費基準＋20％超過達成のものに限る） 

※２ 車検証の交付等の時点において一定の燃費基準等（現時点では2015年度基準：自動車の燃費基準等の切り替
えに応じ変更）を満たしている車については、本則税率を適用。 

○ 税収中立を前提としつつ、軽課における燃費基準の最新基準への切り
替え等を行った上で、２年延長。 

自動車税におけるグリーン化特例 

対  象  車 内    容 

電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、 

天然ガス車（ポスト新長期規制からNOx10％低減） 
税率を概ね
50％軽減 ★★★★かつ2015年度燃費基準＋20％達成 

★★★★かつ2015年度燃費基準＋10％達成 

★★★★かつ2015年度燃費基準達成 
税率を概ね
25％軽減 

対  象  車 内    容 

新車新規登録から11年を超えているディーゼル車 税率より概
ね10％重課 

（毎年） 新車新規登録から13年を超えているガソリン車（又はＬＰＧ車） 

■重課 

■軽課 

※５ 税率の軽減は、２０１２年度及び２０１３年度の新車新規登録の翌年度１年間。 

6,300円 

5,000円 

4,100円 

2,500円 

当分の間税率 

本則税率 

経年車 
(13年超) 

2015年度燃費基準等 
未達成車 

次世代自動車（※１）及び 
2015年度燃費基準等達成車 

経年車 
(18年超) 

○ 自家用乗用車の場合の税率（0.5ｔ・年あたり） 

（エコカー減税 適用期限）～H27.4.30 

（適用期限）～H26.3.31 

○ 最新の燃費基準への切り替え等を行うとともに、環境性能に極めて優
れた自動車の負担軽減に重点化し、３年延長。 

自動車取得税におけるエコカー減税 

区  分 軽減率 

電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガ
ス車（ポスト新長期規制からNOx10％低減）、クリーンディーゼ
ル乗用車（ポスト新長期規制適合）、ハイブリッド車
（★★★★かつ2015年度燃費基準＋20％達成に限る。） 

非課税 

ガソリン車のうち、★★★★かつ2015年度燃費基準＋20％達成 

ガソリン車 
ハイブリッド車 

★★★★かつ2015年度燃費基準＋10％達成 
75％ 
軽減 

★★★★かつ2015年度燃費基準達成 
50％ 
軽減 

※３ ★★★★ ： 2005年度排出ガス基準７５％低減達成。 
※４ ポスト新長期規制 ： ディーゼル車等において、2009年以降に適用される排出ガス規制。 

（適用期限）～H27.3.31 

※２ 

３．車体課税（国内） 
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○ 現行の自動車重量税・自動車取得税におけるエコカー減税や、自動車税におけるグリーン化特
例等により、走行距離当たりCO2排出量に一定程度応じたものとなっている。  

（注）CO2排出量の算定方法 

 ・ ガソリンの排出係数 2.32 kgCO2/Lを用いてL/kmから換算。 

 ・ 2015年度 燃費目標基準値は16.8km/L （JC08モード）(*1)。 

 ・ 2015年度基準＋10%、＋20%はそれぞれ上記2015年度基準値（16.8km/L）より算定。 

 ・ 13年超相当・18年超相当については、以下の関係から算定。 

  - 2015年度目標基準値は2004年度実績からの燃費改善率が23.5% (*1) 。 

  - 別途ガソリン乗用車平均燃費の推移から2004年度15.0L/km、1999年度（2012年度から 

13年前）13.2L/km 、1994年度（2012年度から18年前）12.2L/km (*1) 。 

 ・ HV（ハイブリッド）、PHV（プラグインハイブリッド）、EV（電気自動車）は以下の関係から算定。  

    - HV、PHV、EVのエネルギー効率はガソリン車を1とした場合、それぞれ1.75、1.85、2.11(*2) 。

この値を2015年燃費基準との比較に適用。 

 
*1 総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会自動車判断基準小委員会・交通政策審議
会陸上交通分科会自動車交通部会自動車燃費基準小委員会合同会議 最終とりまとめ（平成
19年2月） 

*2 中央環境審議会 地球環境部会 2013年以降の対策・施策に関する検討小委員会 自動車WG
とりまとめ（平成24年6月） 

車体課税とCO2排出量の関係 

自動車重量税 ［乗用車（自家用）の場合］の課税額 自動車取得税 ［乗用車（自家用）の場合］の課税率 
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自動車税 ［乗用車（自家用） 総排気量 1.5～2㍑の場合］の課税額 
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車体課税の税額と走行距離当たりCO2排出量の関係 
○ 自動車重量税、自動車取得税、自動車税について、走行距離当たりCO2排出量との関係を見ると、
いずれもCO2排出量の増加に伴い税額も高くなる傾向（CO2比例的）。 

（注1） 自動車取得税、自動車重量税、自動車税の税率は、エコカー減税、グリーン化特例等の減税措置を考慮。 
（注2） 単年とは初年度分の税収（自動車重量税のエコカー減税は初回の1/3相当と仮定）、全期間とは当該自動車の生涯にかけての税収総額を意味する。 
（注3） 車種別の販売台数は2010年の新車登録台数年報に記載された値。自動車諸元（排気量、重量、燃費等）は自動車諸元表より、自動車価格については国産車価格一覧表に記載された車種毎の

複数の型式の平均値をその車種の代表値として採用。年間走行距離9,120km、車齢12年と想定。なお、エコカーとはエコカー減税対象車種、非エコカーはエコカー減税非対象車種を示す。 

自動車重量税 自動車取得税 

３税合計 自動車税 

14 

３．車体課税（国内） 



車体課税のグリーン化による環境効果 

環境先進自動車導入によるＣＯ２・ＮＯｘ削減効果の例 

エコカーの普及によるＣＯ２削減効果（試算） 

※１：ＣＯ２排出量は、 ９９年製（新エコカー減税開始

時の車齢１３年経過車）の平均燃費から試算（試
算に用いた燃費値はいずれも１０・１５モードの
値）。ＮＯｘ排出量は、９９年製の排出基準値。 

 

※２：旧エコカー減税時の最も販売台数の多い車種 
※３：現時点で最も燃費性能の優れた車種 
※４：「第３のエコカー」の例 

（各社ＨＰのデータ等を基に環境省作成） 

※ 新エコカー減税の価格インセンティブ効果や日本自動車工業会発表の最新販売
状況等を踏まえ、減税適用期間（平成24～26年度の3年間）における新車販売台
数（普通・小型乗用車）のうちエコカー減税対象車の占める割合を試算。 

（みずほ情報総研）                  

72％ 

                         
                        新エコカー減税適用期間における 
                        エコカーの普及によるCO2削減量※2 

                     約549～746万トン 

※１ 減税適用期間（平成24～26年度の3年間）における新エコカー減税の価格インセンティブ効果によるエコカー販売台数（普通・小型乗用車）
を推計し、現行の標準性能車と比較した場合のCO２削減量を試算。  

※２ 減税適用期間（平成24～26年度の3年間）におけるエコカー総販売台数（普通・小型乗用車）を推計し、経年車（現在の平均使用年数である
13年を経過したもの）からの買換えが行われる場合のCO２削減量を試算。                             （みずほ情報総研） 

新車販売に占める新エコカー減税対象車の割合（試算） 

新エコカー減税の 

ＣＯ２削減効果※１ 

○ 平成２４年度から３年間で講じられている新エコカー減税などにより、エコカー（環境性能に優れた自
動車）の普及とＣＯ２排出量の削減が見込まれる。 

新エコカー減税により 
38ポイント押し上げ 
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  自動車重量税収による公害健康被害患者への補償財源の確保について 

○ 公害患者への補償費用は、汚染者負担原則の下、公害健康被害補償法に基づき、施行時（昭和
49年）以来、以下のとおり負担することとされている。 

  大気汚染の寄与度に応じて、工場等が８割、自動車が２割の割合で負担 

  自動車分は、その走行がもたらす社会的費用を負担する自動車重量税の税収を引き当て  

３．車体課税（国内） 

          

 （独）環境再生保全機構 

地方自治体 

８：２ 

汚染負荷量賦課金 
 (359億円) 

(90億円) 20～30代が 
全体の約32％ 

ぜん息等の認定患者 約3.9万人 

（注）金額及び施設数は平成24年度確定の数字 

自動車の走行がもたらす諸社会的費用に充てるために設
けられた自動車重量税の趣旨・目的並びに昭和49年度及び
昭和51年度の税率引上げに際し環境保全等の社会的要請
にも十分配慮することとされた経緯に鑑み、この措置は必要
な費用を公正かつ効率的に徴収し得る現実に実行可能な仕
組みとして合理的なものと考える。 

中央環境審議会環境保健部会検討結果（平成２０年1月） 

自動車重量税 
工場等 

（約8,400施設） 

汚染原因者 

国 

自動車 

公害健康被害補償制度の仕組み 

補償給付 
（療養費・補償費等） 

年齢階層別・性別被認定者数（平成25年３月末現在） 
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第１部第４章第１節 基本的視点 
 ５ 社会経済における生物多様性の主流化 

 直接お金に換えられない生物多様性の恵みの価値を認識した上で、社会経済的な仕組みの中に組み込んでいくことも
必要です。例えば、多くの地方自治体での導入がみられる森林環境税は、森林の生態系サービスの受益者である地域住
民や法人が、水源涵養かんよう機能の発揮等の観点から、森林の保全・管理に要する経費の一部を負担する仕組みです。 

第１部第４章第３節 各主体の役割と連携・協働 
【地方自治体の役割】 
森林や水源の保全を目的とした森林環境税などの制度が2012年４月現在、33県で導入されていますが、このような生態

系サービスを社会経済的な仕組みの中に組み込んでいく取組を進めていくことは生物多様性の主流化を進める上で重要
なものとなります。 

第３部第１章第５節 森林 
２ 多様な森林づくりの推進 
（具体的施策） 
○ 森林によるさまざまな恩恵は広く国民が享受しており、森林の有する多面的機能の維持・増進に係るコストについては、
社会全体で負担していくことが必要です。 
森林の有する多面的機能の持続的発揮に向けた社会的コストの負担としては、一般財源による対応のほか、国及び地

方における環境問題に対する税等の活用、上下流の関係者の連携による基金の造成や分収林契約の締結、森林整備等
のための国民一般からの募金、森林吸収量等のクレジット化等のさまざまな手法が存在します。地球温暖化対策に応え
つつ森林・林業の再生を図っていくため、森林吸収源対策を含めた諸施策の着実な推進に資するよう、国全体としての財
源確保等を検討しつつ、どのような手法を組み合わせてコストを負担すべきか、国民の理解を得ながら、整理していきま
す。（農林水産省） 

生物多様性国家戦略2012－2020（平成24年９月28日閣議決定）（抄） 

その他環境関連税制に関連する指摘 ① 

４．その他環境関連税制（国内） 
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第５章第２節 国内における取組 
１（１）２Ｒの取組がより進む社会経済システムの構築 

⑥ 長期にわたって使用可能な質の高い住宅ストックを形成するため、長期優良住宅認定制度の運用、認定長期優良住
宅に対する税制上の特例措置の活用を促進する。 

 
第５章第２節 国内における取組 
５（１）廃棄物等の有効活用を図る優良事業者の育成 

⑧ 税制上の優遇措置等を活用し、適切な廃棄物処理施設の整備が進められるようにする。 

循環型社会形成推進基本計画（平成25年５月31日閣議決定）（抄） 

その他環境関連税制に関連する指摘 ② 

Ⅲ．その他 

Ⅱ．に挙げた対策に加え、以下の取組についても引き続き検討が必要である。 

１．経済的手法 

本合同会議において、環境省が実施した調査に基づき、「冷媒メーカーへの課税」「機器メーカーによるデポジット制度」
「機器メーカーによる課金制度」の各経済的手法が提示された。それぞれの手法について、適切な制度設計が行われれば
関係者の回収インセンティブの向上やフロン類等対策の強化等に効果があるのではないかとの意見があった一方で、制
度による回収率向上等の効果が不明瞭であることや負担の公平性が担保されないこと、過大な行政コストが発生すること
等、様々な課題の指摘があった。さらに、オフセット・クレジット制度のような手法によるHFCの排出抑制に係る取組の推進
等についても検討すべきとの意見もあった。経済的手法の導入についてはこれらの課題等を踏まえ、引き続き検討が必要
である。 

「今後のフロン類等対策の方向性について（意見具申）」（平成25年３月中央環境審議会）（抄） 

４．その他環境関連税制（国内） 
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（出典）各都道府県ホームページ資料より作成 

団体名 名 称 
課税額（超過税率） 税収 

(億円) 
団体名 名 称 

課税額（超過税率） 税収 
(億円) 個人 法人 個人 法人 

高知県 森林環境税 500円 500円 1.7 和歌山県 紀の国森づくり税 500円 5% 2.6 

岡山県 森づくり県民税 500円 5% 5.9 広島県 ひろしまの森づくり県民税 500円 5% 8.3 

鳥取県 森林環境保全税 500円 5% 1.8 長崎県 ながさき森林環境税 500円  5% 3.7 

島根県 水と緑の森づくり税 500円 5% 2.1 秋田県 水と緑の森づくり税 800円 8% 4.8 

山口県 やまぐち森林づくり県民税 500円 5% 4.1 茨城県 森林湖沼環境税 1000円 10% 16.4 

愛媛県 森林環境税 700円 7% 5.4 栃木県 とちぎの元気な森づくり県民税 700円  7% 8.6 

熊本県 水と緑の森づくり税 500円 5% 4.7 長野県 森林づくり県民税 500円  5% 6.5 

鹿児島県 森林環境税 500円 5% 4.2 福岡県 森林環境税 500円 5% 13.3 

岩手県 いわての森林づくり県民税 1000円 10% 7.0 佐賀県 森林環境税 500円 5% 2.5 

福島県 森林環境税 1000円 10% 10.7 愛知県 あいち森と緑づくり税 500円 5% 21.9 

静岡県 森林（もり）づくり県民税 400円 5% 9.8 宮城県 みやぎ環境税 1200円 10% 12.5 

滋賀県 琵琶湖森林づくり県民税 800円 11% 8.5 山梨県 森林環境税 500円 5% 2.7 

兵庫県 県民緑税 800円 10% 24.1 岐阜県 清流の国ぎふ森林・環境税 1000円 10% 8.7 

奈良県 森林環境税 500円 5% 3.6 

大分県 森林環境の保全のための県民税の特例 500円 5% 3.2 

宮崎県 森林環境税 500円 5% 3.0 

山形県 やまがた緑環境税 1000円 10% 6.5 

神奈川県 水源環境保全税 約890円 - 39.0 

富山県 水と緑の森づくり税 500円 5～10% 3.4 

石川県 いしかわ森林環境税 500円  5% 3.7 

※１ 法人の税率は均等割額に対する割合 
※２ 神奈川県の水源環境保全税は均等割300円+所得割0.025% 
※３ 富山県の水と緑の森づくり税の法人税率は、100億円超10%、 
   50億円超7.5%、50億円以下5% 
※４ 税収は直近の実績額または見込額 
※５ 群馬県では平成26年度から「ぐんま緑の県民税」導入予定 
※６ 三重県では平成26年度から「みえ森と緑の県民税」導入予定 

森林環境税等の税率等 

森林環境税等について 
４．その他環境関連税制（国内） 
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•平成21年度以降、2.3億円前後で安定 

  的に推移。 

•平成20～24年度の税収約11億円の 

  うち、荒廃森林再生事業に約8.4億円、 

  重要森林公有化等支援事業に約2.7 

  億円を活用。 

 

1.80
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（予算）

法人 個人

森林環境税による環境効果の例（佐賀県） 

○ 佐賀県では、森林環境保全を目的として「佐賀県森林環境税」を平成20年度に導入。 
○ 平成20～24年度の税収約11億円のうち、約8.4億円を荒廃森林再生事業（間伐等）に活用。 
   それによる森林の公益的機能の向上効果は約44億円で、費用対効果は約5倍と試算されている。 

佐賀県森林環境税の概要 

• 課税方法：県民税均等割への上乗せで課税 
• 税  率：個人は年額500円(個人県民税均等割額に加算） 
       法人は法人県民税均等割額の5％相当額（年額） 
• 課税期間：導入５年間で税事業の効果検証等を実施。 
            現行税率で５年間延長（H25～29）。 

森林環境税の税収推移と事業実績 

佐賀県森林環境税の効果 

（出典）佐賀県「森林環境税を活用した事業推進」HP http://www.pref.saga.lg.jp/web/shigoto/_1075/ns-ringyou/_32941/_14649.html 

事業概要 
事業費（上段、百万円）・事業量（下段、ha） 

H20-22 H23 H24見込 合計 

荒廃森林再生事業（県が荒廃した人工林の所有者に
代わり強度間伐を実施） 

421.2 
1,043 

192.5 
384 

223.5 
573 

837.1 
2,000 

重要森林公有化等支援事業（公益的機能が期待され
る森林の公有林化を進め、適切に森林管理） 

209.0 
235 

23.2 
49.4 

38.0 
88.3 

270.3 
373 

県民参加の森林づくり事業（県民自らが企画・立案し
て取り組む「森林づくり活動」を支援） 

22.4 
14 

10.6 
5 

12.0 
5 

45.1 
24 

未来へつなぐ宝の森林整備事業（県、市町等の協働
により、重要な森林を維持、復元） 

15.0 
- 

5.0 
- 

7.5 
- 

27.5 
- 

さがの森林再生推進事業（森林環境税等の普及啓発、
県民意識の醸成などを実施） 

10.1 
- 

4.7 
- 

11.2 
- 

26.1 
- 

•森林環境税の税収の大半を活用した荒廃森林再生事業
（8.4億円）により、5年間で2,000haの間伐を実施。それに伴
う森林の公益的機能の向上効果を試算すると約44億円で、
費用対効果は約5倍。 

 

 

 

 

 

 

•荒廃森林再生事業では、 

  10箇所の間伐を進め、 

  針葉樹と広葉樹の混在 

  する森林に誘導。 
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４．その他環境関連税制（国内） 
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産業廃棄物税等について 

産業廃棄物税等の税率等 

団体名 税目（名称） 課税客体 主な納税義務者 主な徴収方法 主な税率 
税収額 
（百万円） 

三重県 産業廃棄物税 産業廃棄物の中間処理施設
又は最終処分場への搬入 

最終処分場又は中間処理施設へ搬入され
る産業廃棄物の排出事業者 

申告納付 1,000円/ﾄﾝ 
223 

滋賀県 産業廃棄物税 39 

岡山県 産業廃棄物処理税 

最終処分場への産業廃棄物
の搬入 

最終処分場に搬入される産業廃棄物の排
出事業者及び中間処理業者 

特別徴収（自社処
分は申告納付※1） 

1,000円/ﾄﾝ 

480 

広島県 産業廃棄物埋立税 545 

鳥取県 産業廃棄物処分場税 5 

青森県 産業廃棄物税 173 

岩手県 産業廃棄物税 84 

秋田県 産業廃棄物税 230 

奈良県 産業廃棄物税 109 

山口県 産業廃棄物税 239 

新潟県 産業廃棄物税 304 

京都府 産業廃棄物税 61 

宮城県 産業廃棄物税 453 

島根県 産業廃棄物減量税 452 

熊本県 産業廃棄物税 139 

福島県 産業廃棄物税 473 

愛知県 産業廃棄物税 704 

沖縄県 産業廃棄物税 73 

北海道 循環資源利用促進税 867 

山形県 産業廃棄物税 202 

愛媛県 資源循環促進税 291 

福岡県 産業廃棄物税 

焼却施設及び最終処分場へ
の産業廃棄物の搬入 

焼却施設又は最終処分場へ搬入される産
業廃棄物の排出事業者及び中間処理業者 

特別徴収（自社処
分は申告納付） 

焼却施設…800円/ﾄﾝ 
最終処分場…1,000円/ﾄﾝ 

196 

佐賀県 産業廃棄物税 103 

長崎県 産業廃棄物税 99 

大分県 産業廃棄物税 279 

鹿児島県 産業廃棄物税 99 

宮崎県 産業廃棄物税 227 

福岡県 
北九州市 

環境未来税 
最終処分場において行われ
る産業廃棄物の埋立処分 

最終処分場において埋立処分される産業
廃棄物の最終処分業者及び自家処分業者 

申告納付 1,000円/ﾄﾝ 1,352 

（出典）総務省「平成24年度法定外税の実施状況」に記載された内容を基に作成。税収額は平成23年度決算額。 
※1 広島県、鳥取県、山口県は他者から搬入された産業廃棄物を自社の処分場において処理する場合に申告納付。 

（平成25年４月現在） 

４．その他環境関連税制（国内） 
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フロン類対策の一層の推進について（フロン法改正の概要） 
４．その他環境関連税制（国内） 
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